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利用料金表 

 

・介護保険・第一号事業給付費適用サービス 

※ 介護保険からの給付額または、第一号事業給付費に変更があった場合は、変更された額に合わせて利用者負担額を変更させてい

ただきます。 

※ 要介護認定申請中にサービスをご利用され、その後要介護状態区分が自立（非該当）及び事業対象者でないと判定された場合に

は、利用料の全額をお支払いいただきます。また、給付制限等がある場合にも、利用料の全額をいったんお支払いいただきます。

給付制限等が解除された場合には、自己負担額を除いた金額が介護保険から払い戻される場合があります（償還払い）。償還払

いとなる場合、保険給付、第一号事業給付費の申請を行うために必要な「サービス提供証明書」を交付します。 

※ 厚生労働省が定める方法によって端数処理を行う関係上、実際のご請求額とは若干の差異が生じる場合があります。  

 

 

  

訪問介護（1回あたり）                                               （円） 

 

 

  

 

 

    

サービス内容 8 時～18 時 
6 時～8 時 

22 時～23 時 
18 時～22 時 

身体介護 

中心型 
利用料 

利用者 

負担額 

（１割） 

利用者 

負担額 

（２割） 

利用者 

負担額 

（３割） 
利用料 

利用者 

負担額 

（１割） 

利用者 

負担額 

（２割） 

利用者 

負担額 

（３割） 
利用料 

利用者 

負担額 

（１割） 

利用者 

負担額 

（２割） 

利用者 

負担額 

（３割） 

20 分未満 1,801 181 361 541 2,254 226 451 677 2,707 271 542 813 

20 分以上 2,696 270 540 809 3,370 337 674 1,011 4,044 405 809 1,214 

30 分以上 4,276 428 856 1,283 5,348 535 1,070 1,605 6,420 642 1,284 1,926 

１時間以上 6,265 627 1,253 1,880 7,834 784 1,567 2,351 9,403 940 1,881 2,821 

1 時間半以上 
（30分増す毎に加算） 

906 91 182 272 1,138 114 228 342 1,359 136 272 408 
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（円） 

サービス内容 8 時～18 時 
6 時～8 時 

22 時～23 時 
18 時～22 時 

生活援助 

中心型 
利用料 

利用者 

負担額 

（１割） 

利用者 

負担額 

（２割） 

利用者 

負担額 

（３割） 

利用料 

利用者 

負担額 

（１割） 

利用者 

負担額 

（２割） 

利用者 

負担額 

（３割） 

利用料 

利用者 

負担額 

（１割） 

利用者

負担額

（２割） 

利用者 

負担額 

（３割） 

45 分未満 1,977 198 396 594 2,475 248 495 743 2,972 298 595 892 

45 分以上 2,431 244 487 730 3,038 304 608 912 3,646 365 730 1,094 

 

（円） 

サービス内容 8 時～18 時 
6 時～8 時 

22 時～23 時 
18 時～22 時 

身体介護に引き続

き生活援助を行う

場合 

利用料 

利用者 

負担額 

（１割） 

利用者 

負担額 

（２割） 

利用者 

負担額 

（３割） 
利用料 

利用者 

負担額 

（１割） 

利用者 

負担額 

（２割） 

利用者 

負担額 

（３割） 

利用料 

利用者 

負担額 

（１割） 

利用者 

負担額 

（２割） 

利用者 

負担額 

（３割） 

20 分以上 718 72 144 216 895 90 179 269 1,082 109 217 325 

45 分以上 1,436 144 288 431 1,801 181 361 541 2,154 216 431 647 

70 分以上 2,154 216 431 647 2,696 270 540 809 3,237 324 648 971 

 

                     （円） 

サービス内容 利用料 
利用者負担額 

（１割） 

利用者負担額 

（２割） 

利用者負担額 

（３割） 

初回加算 2,210 221 442 663 

緊急時訪問介護加算 1,105 111 221 332 

生活機能向上連携加算 1,105 111 221 332 

口腔連携強化加 1 回/月 553 55 111 166 

※重介護等でホームヘルパーが二人訪問の場合は、利用者様に同意を得た上で、上記の料金の 2 倍になります。 
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 利用者負担額 

介護職員処遇改善加算Ⅱ 1 か月の利用料金の 22.4％ 

 

 

介護予防訪問介護・第一号訪問事業（１ヵ月あたり）                               （円）                    

サービス内容 要支援１・事業対象者 要支援２ 

介護予防・ 

第一号訪問事業 
利用料 

利用者 

負担額 

（１割） 

利用者 

負担額 

(2 割) 

利用者 

負担額 

（3 割） 

利用料 

利用者 

負担額 

(1 割) 

利用者 

負担額 

(2 割) 

利用者 

負担額 

（3 割） 

週１回程度の利用 12,994 1,300 2,599 3,899 12,994 1,300 2,599 3,899 

週２回程度の利用 25,956 2,596 5,192 7,787 25,956 2,596 5,192 7,787 

上記を超える利用     41,183 4,119 8,237 12,355 

 

                                  （円） 

サービス内容 利用料 
利用者負担額 

（１割） 

利用者負担額 

（２割） 

利用者負担額 

（3 割） 

初回加算 2,210 221 442 663 

生活機能向上連携加算 1,105 111 221 332 

口腔連携強化加算 1 回/月 553 55 111 166 

※介護予防訪問介護、第一号訪問事業の利用料金は１ヶ月毎の定額制になっています。 

 

 

但し以下の場合、例外的に日割り計算を行います。 

１ 月途中に要介護から要支援、事業対象者または、事業対象者、要支援から要介護に変更になった場合 

２ 同一保険者管内で転居等により事業所を変更した場合 

３ 月途中に契約を開始（解除）した場合 

 

 利用者負担額 

介護職員処遇改善加算Ⅱ 1 か月の利用料金の 22.4％ 
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・介護保険適用外サービス 

 ※別紙参照 

 

※経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。  

その場合事前に変更の内容について、変更を行なう 1 ヶ月前までに文章にてご連絡させていただきます。 

 

家事援助限定型訪問サービス（１ヵ月あたり） 

サービス内容        要支援１・要支援２・事業対象者 
 

家事援助限定型 

訪問サービス 
利用料 

利用者負担額 

（１割） 

利用者負担額 

(２割) 

利用者負担額 

(３割) 

週１回程度の利用 10,398 円 1,040 円 2,080 円 3,120 円 

週２回程度の利用 20,762 円 2,077 円 4,153 円 6,229 円 

★上記を超える利用 32,951 円 3,296 円 6,591 円 9,886 円 

 ★は要支援 2 の認定を受けている方のみ利用可。 

 

サービス内容 利用料 
利用者負担額 

（１割） 

利用者負担額 

（２割） 

利用者負担額 

  （３割） 

初回加算 1,768 円 177 円 354 円 531 円 

 

 利用者負担額 

介護職員処遇改善加算Ⅱ 1 か月の利用料金の 22.4％ 

 


